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次  第 

令和３年第５回本庄市教育委員会定例会 議事日程 

                   令和３年５月１３日（木） 

                      午後２時３０分開議 委員室 

 

１．開 会 

２．前回会議録の承認 

３．会議議事録署名人の指名 

４．議 事 

（１）本庄市特別支援教育就学奨励費支給規則の一部を改正する規則 

（議案第４２号） 

（２）本庄市立仁手小学校学校運営協議会委員の任命について 

（議案第４３号） 

（３）本庄市立北泉小学校学校運営協議会委員の任命について 



 

（議案第４４号） 

（４）本庄市立中央小学校学校運営協議会委員の任命について 

（議案第４５号） 

（５）本庄市立秋平小学校学校運営協議会委員の任命について 

（議案第４６号） 

（６）本庄市立本庄西中学校学校運営協議会委員の任命について 

（議案第４７号） 

（７）本庄市立本庄南中学校学校運営協議会委員の任命について 

（議案第４８号） 

（８）本庄市就学支援委員会委員の任命・委嘱について（議案第４９号） 

（９）本庄早稲田の杜ミュージアム運営委員会委員の委嘱について 

（議案第５０号） 

（１０）令和３年度本庄市教育予算補正（４月）について（議案第５１号） 

（１１）令和３年度本庄市教育予算補正（５月）について（議案第５２号） 

（１２）令和３年度本庄市教育予算補正（６月）について（議案第５３号） 

（１３）本庄市教育委員会管内教職員の人事に関する内申について 

（議案第５４号） 

５．教育長の報告 

６．その他 

７．閉 会 

配付資料 

・「令和３年第５回本庄市教育委員会定例会議案」 

・「令和３年第５回本庄市教育委員会定例会議案関係資料」 

・「別紙 本庄市教育委員会管内教職員の人事に関する内申書」 

・「教育長の報告 行動記録」 

・「本庄市の教育（案）」 

・「学校給食へのトルコ料理のメニューについて」 

・「会議スケジュール」 

主 管 課  教育総務課 

会 議 の 経 過  

教 育 長 ただいまから、令和３年第５回本庄市教育委員会定例会を開会いたしま

す。 

それでは、議事日程に従いまして進めてまいります。 

まず、前回会議録の承認をお願いします。 

事 務 局  前回開催されました定例会の会議録につきましては、あらかじめ委員の皆

様に配付させていただき、ご確認いただいております。特に異議等は、ござ



いませんでしたので、承認されております。 

教 育 長 続きまして、本日の会議録の署名人を指名させていただきます。 

本日は、高橋委員にお願いいたします。 

次に、議事日程４の「議事」へ入ります。 

本日の付議事件は、お手元に配付しましたとおり、議案１３件でございま

すが、議案第５１号から５３号については、「令和３年本庄市議会第２回定例

会」への提出案件であるため、また、議案第５４号については、「人事に関す

る事件」であるため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１４条

第７項ただし書の規定により非公開としたいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第５１号から５４号の審議については、非公

開といたします。 

なお、審議につきましては、議事の進行上、議事日程６の「その他」が終

了した後に、非公開会議として、審議を進めたいと思います。 

それでは、議案第４２号について、事務局から説明を求めます。 

岡芹学校教

育課長 

議案第４２号「本庄市特別支援教育就学奨励費支給規則の一部を改正する

規則について」ご説明いたします。 

議案書の１、２ページ及び３ページをご覧ください。併せまして、議案関

係資料１ページから５ページの「本庄市特別支援教育就学奨励費支給規則」

をご覧ください。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第２条の規定に基づく保

護者等の属する世帯の収入の収入額及び需要額の算定要領の変更に伴い、所

要の改正をしたいので、この案を提出するものでございます。 

では、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市特別支援教育就学奨励費支給規則（平成３０年本庄市教育委員会規

則第１２号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号を次のように改める。 

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

高 橋 委 員 差し支えなければ様式のどの箇所が、どのように変更になったのか教えて

いただけますか。 

岡芹学校教

育課長 

様式第１号「世帯の状況」の欄にございます「続柄」の箇所につきまして、

父や母など具体的に書き出し、より分かりやすくいたしました。 

 前の様式では、その箇所は空欄になっており、わかりにくいものでした。 

 文部科学省の様式に揃えるものです。 

教 育 長 国の書式に揃えるということでよろしいのですね。 

岡芹学校教 はい。そのとおりです。 



育課長 

教 育 長 他質疑ありますか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、質疑がありませんので、議案第４２号については、原案のとお

り承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 それでは、異議がありませんので、議案第４２号「本庄市特別支援教育就学

奨励費支給規則の一部を改正する規則」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第４３号について、事務局から説明を求めます。 

岡芹学校教

育課長 

議案第４３号、「本庄市立仁手小学校学校運営協議会委員の任命について」

ご説明いたします。 

議案書の４ページをお願いいたします。併せまして、議案関係資料６ペー

ジ「本庄市学校運営協議会規則」をご覧ください。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

本議案は、本庄市学校運営協議会規則第８条の規定に基づき、本庄市立仁

手小学校学校運営協議会委員を任命したいので、この案を提出するものでご

ざいます。 

では、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市立仁手小学校学校運営協議会委員を次のとおり任命する。 

まず、１氏名等でございますが、敬称は略させていただきます。 

橋本清、生年月日、住所、選出区分につきましては、記載のとおりでござ

います。 

次に、２任期でございますが、令和３年６月１日から令和４年３月３１日

までです。 

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第４３号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第４３号「本庄市立仁手小学校学校運営協議会

委員の任命について」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第４４号について、事務局から説明を求めます。 

岡芹学校教

育課長 

議案第４４号、「本庄市立北泉小学校学校運営協議会委員の任命について」

ご説明いたします。 

議案書の５ページをお願いいたします。併せまして、議案関係資料６ペー

ジ「本庄市学校運営協議会規則」をご覧ください。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 



本議案は、本庄市学校運営協議会規則第８条の規定に基づき、本庄市立北

泉小学校学校運営協議会委員を任命したいので、この案を提出するものでご

ざいます。 

では、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市立北泉小学校学校運営協議会委員を次のとおり任命する。 

まず、１氏名等でございますが、敬称は略させていただきます。 

斎藤一英、深田栄一、生年月日、住所、選出区分につきましては、記載の

とおりでございます。 

次に、２任期でございますが、令和３年６月１日から令和４年３月３１日

までです。 

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第４４号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第４４号「本庄市立北泉小学校学校運営協議会

委員の任命について」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第４５号について、事務局から説明を求めます。 

岡芹学校教

育課長 

議案第４５号、「本庄市立中央小学校学校運営協議会委員の任命について」

ご説明いたします。 

議案書の６ページをお願いいたします。併せまして、議案関係資料６ペー

ジ「本庄市学校運営協議会規則」をご覧ください。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

本議案は、本庄市学校運営協議会規則第８条の規定に基づき、本庄市立中

央小学校学校運営協議会委員を任命したいので、この案を提出するものでご

ざいます。 

では、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市立中央小学校学校運営協議会委員を次のとおり任命する。 

まず、１氏名等でございますが、敬称は略させていただきます。 

高橋義揚、生年月日、住所、選出区分につきましては、記載のとおりでご

ざいます。 

次に、２任期でございますが、令和３年６月１日から令和４年３月３１日

までです。 

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第４５号については、原案の



とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第４５号「本庄市立中央小学校学校運営協議会

委員の任命について」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第４６号について、事務局から説明を求めます。 

岡芹学校教

育課長 

議案第４６号、「本庄市立秋平小学校学校運営協議会委員の任命について」

ご説明いたします。 

議案書の７ページをお願いいたします。併せまして、議案関係資料６ペー

ジ「本庄市学校運営協議会規則」をご覧ください。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

本議案は、本庄市学校運営協議会規則第８条の規定に基づき、本庄市立秋

平小学校学校運営協議会委員を任命したいので、この案を提出するものでご

ざいます。 

では、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市立秋平小学校学校運営協議会委員を次のとおり任命する。 

まず、１氏名等でございますが、敬称は略させていただきます。 

根岸貴子、生年月日、住所、選出区分につきましては、記載のとおりでご

ざいます。 

次に、２任期でございますが、令和３年６月１日から令和４年３月３１日

までです。 

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第４６号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第４６号「本庄市立秋平小学校学校運営協議会

委員の任命について」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第４７号について、事務局から説明を求めます。 

岡芹学校教

育課長 

議案第４７号、「本庄市立西中学校学校運営協議会委員の任命について」ご

説明いたします。 

議案書の８ページをお願いいたします。併せまして、議案関係資料６ペー

ジをご覧ください。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

本議案は、本庄市学校運営協議会規則第８条の規定に基づき、本庄市立西

中学校学校運営協議会委員を任命したいので、この案を提出するものでござ

います。 

では、議案内容についてご説明いたします。 



本庄市立西中学校学校運営協議会委員を次のとおり任命する。 

まず、１氏名等でございますが、敬称は略させていただきます。 

佐藤昂、生年月日、住所、選出区分につきましては、記載のとおりでござ

います。 

次に、２任期でございますが、令和３年６月１日から令和４年３月３１日

までです。 

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第４７号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第４７号「本庄市立本庄西中学校学校運営協議

会委員の任命について」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第４８号について、事務局から説明を求めます。 

岡芹学校教

育課長 

議案第４８号、「本庄市立本庄南中学校学校運営協議会委員の任命につい

て」ご説明いたします。 

議案書の９ページをお願いいたします。併せまして、議案関係資料６ペー

ジ「本庄市学校運営協議会規則」をご覧ください。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

本議案は、本庄市学校運営協議会規則第８条の規定に基づき、本庄市立本

庄南中学校学校運営協議会委員を任命したいので、この案を提出するもので

ございます。 

では、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市立本庄南中小学校学校運営協議会委員を次のとおり任命する。 

まず、１氏名等でございますが、敬称は略させていただきます。 

間正良昭、生年月日、住所、選出区分につきましては、記載のとおりでご

ざいます。 

次に、２任期でございますが、令和３年６月１日から令和４年３月３１日

までです。 

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第４８号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第４８号「本庄市立本庄南中学校学校運営協議

会委員の任命について」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第４９号について、事務局から説明を求めます。 



岡芹学校教

育課長 

議案第４９号、「本庄市就学支援委員会委員の任命・委嘱について」ご説明

いたします。 

議案書の１０ページをお願いいたします。併せまして、議案関係資料７ペ

ージの「本庄市就学支援委員会条例」をご覧ください。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

令和３年５月２９日をもって欠員となる本庄市就学支援委員会委員につ

いて本庄市就学支援委員会条例第４条の規定に基づきまして、新たに本庄市

就学支援委員会委員を任命・委嘱したいので、この案を提出するものでござ

います。 

では、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市就学支援委員会委員を次のとおり任命・委嘱する。 

まず、１氏名等でございますが、敬称は略させていただきます。 

新任、間正美恵、田中奈菜、清水博美、生年月日、住所、略歴につきまし

ては、記載のとおりでございます。 

次に、２任期でございますが、令和３年５月３０日から令和４年５月２９

日までの前任者の残任期間の１年間です。 

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第４９号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第４９号「本庄市就学支援委員会委員の任命・

委嘱について」は、承認することに決定しました。 

次に、議案第５０号について、事務局から説明を求めます。 

佐々木文化

財保護課長 

議案第５０号、「本庄早稲田の杜ミュージアム運営委員会委員の委嘱につ

いて」ご説明いたします。 

 議案書の１１ページをお願いします。併せまして、議案関係資料８ページ

をご覧ください。 

 はじめに、提案理由についてご説明申し上げます。 

本議案は、本庄早稲田の杜ミュージアムの設置及び管理に関する条例第

１６条の規定により、本庄早稲田の杜ミュージアム運営委員会委員を委嘱

したいので、この案を提出するものでございます。 

 では、議案内容についてご説明申し上げます。 

 本庄早稲田の杜ミュージアム運営委員会委員を次のとおり委嘱する。 

 まず、１氏名等でございますが、敬称は略させていただきます。 

 衛藤一憲、生年月日、住所、略歴につきましては記載のとおりでございま

す。 

 次に、２任期でございますが、令和３年６月１日から令和４年１０月１４



日までございます。 

 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

岡 崎 委 員 任期が１０月１４日となっていますが。 

佐々木文化

財保護課長 

本庄早稲田の杜ミュージアムのオープンが１０月１５日ですので、その前

日までが任期となります。 

教 育 長 他ございますか。 

教 育 委 員 質疑なし。 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第５０号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第５０号「本庄早稲田の杜ミュージアム運営委

員会委員の委嘱について」は、承認することに決定しました。 

それでは、議事日程５の「教育長の報告」へ移ります。 

 「行動記録」をご覧ください。 

前回４月１６日以降の行動記録について、別紙のとおり報告させていただ

きます。 

主だったところについて説明させていただきます。 

４月１６日には、熊谷地方庁舎で今年度最初の北部地区教育長会議が開か

れ、令和３年度の県の施策等について説明がありました。 

これに先立ち行われた児玉地区教育長会議では新型コロナ対策等につい

て情報交換を行いました。 

２０日、埼玉県教育委員会教育長研究協議会が行われ、今年度の県の施策

等の説明と協議が行われました。 

２４日には、市民総合大学の開講式が開催されました。コロナ禍で一部制

限はありますが、多くの皆さんにご参加いただいております。 

開講式の後に、温故学会の斉藤公一理事長から「塙保己一と渋沢栄一～全

身全霊で生き抜いた二人の人生～」と題してご講演をいただきました。 

行動記録については以上です。 

次に、議事日程６の「その他」へ移ります。 

事務局から何かありますか。 

笠原教育総

務課長 

教育総務課から５件報告がございます。 

まず１件目ですが、「令和３年度本庄市の教育」についてでございます。 

本日配布したものは、今年度の素案として、教育委員会事務局各課館が作

成したもので、各課館から選出された委員６人による編集委員会でまとめた

ものです。 

詳細な説明につきましては、省略させていただきますが、７月末日の発行

を目指しておりまして、次回第６回定例会に議案として提案し、ご審議をい

ただきたいと考えております。 



今年度から各分野の基本方針ごとに１シートでとりまとめるなど、編集方

法を変更しております。 

なお、学校紹介のところで校章の抜けている学校や一部昨年度のデータの

箇所があり、次回までに差し替えいたしますが、委員の皆様には９ページか

ら３２ページを中心にご確認をお願いしたいと思います。 

何か修正やご意見がございましたら、５月２１日（金）までに教育総務課

へご連絡をお願いいたします。 

２件目は、本庄南小学校で実施いたします小学校校庭芝生化事業の芝生定

植作業についてでございます。 

特に資料はございません。口頭報告させていただきます。 

定植日時は、６月２５日（金）の午後、授業の５時間目、６時間目を活用

し、５年生、６年生と教育委員会職員で実施いたします。 

平成２２年度の秋平小からスタートいたしました､小学校の校庭芝生化で

すが今年度の本庄南小学校で完了となります。 

なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては、変更になる場合もござ

います。 

３件目は、学校給食へのトルコ料理メニューの提供についてでございます。 

お手元の資料「学校給食へのトルコ料理メニューについて」をお願いしま

す。 

昨年度もホストタウン交流事業の一環として、学校給食にトルコ料理メニ

ューを提供いたしましたが、今年度も毎学期に１回程度、提供することとな

りました。 

１学期は、記載のとおり予定しておりますので、ご報告いたします。 

４件目は、第６回定例会の日程でございます。第６回定例会は、６月２４

日（木）午後２時３０分から、こちら市役所委員室で開催いたします。よろ

しくお願いします。 

５件目は、第７回定例会の日程でございます。第７回定例会は、総合教育

会議と日程を揃えさせていただき、７月１５日（木）総合教育会議終了後の

午後３時、場所は東中学校で開催したいと考えております。どうぞ、よろし

くお願いいたします。 

なお、お手元に今後の会議スケジュールを配布させていただきましたが、

委員の皆様に出欠確認をいたしました会議は記載のとおり、７月１２日の県

市町村教育委員会教育委員研究協議会を除き、書面開催または延期となりま

した。 

７月１２日の研究協議会についてもオンライン開催の可能性が高いとの

ことであります。確定し次第、改めてご連絡をさせていただきます。 

 教育総務課は以上でございます。 

教 育 長 他ありますか。 

原生涯学習 生涯学習課から、総検校塙保己一先生遺徳顕彰会の総会と記念講演のご案




